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福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正
す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 15日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 １ 号
福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の
一 部 を 改 正 す る 規 程

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 16年 福
島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
附 則 に 次 の ５ 項 を 加 え る 。
（ 看 護 職 員 等 処 遇 改 善 に 係 る 病 院 等 特 殊 業 務 手 当 の 特 例 ）

33 令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 時 点 に お い て 診 療 報 酬 に お け る 救 急 医 療 管 理 加 算 の 算 定 対 象 と な っ
て お り 、 か つ 、 令 和 ２ 年 度 に お け る 救 急 搬 送 件 数 が 20 0件 以 上 の 病 院 に 勤 務 す る 職 員
（ 病 院 医 療 職 給 料 表 ⑶ の 適 用 を 受 け る 職 員 に 限 る 。 ） に つ い て は 、 第 21条 第 １ 項 各 号
に 掲 げ る も の の ほ か 、 病 院 等 特 殊 業 務 手 当 を 支 給 す る 。

34 前 項 の 手 当 の 額 は 、 １ 月 に つ き 3 , 3 0 0円 と す る 。
35 附 則 第 33項 に 定 め る 病 院 等 特 殊 業 務 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 が 、 そ の 他 の 手 当 の 支
給 を 受 け る 場 合 は 、 第 22条 の 規 定 に よ り 計 算 し た そ の 他 の 手 当 の 額 に 前 項 の 額 を 加 算
し た 額 を 支 給 す る 。

36 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 第 34条 第 １ 項 の 規 定 は 、 附 則 第 33項 に 定 め る 病 院
等 特 殊 業 務 手 当 に は 、 適 用 し な い 。

37 附 則 第 33項 に 定 め る 病 院 等 特 殊 業 務 手 当 の 支 給 方 法 は 、 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給
に 関 す る 規 則 （ 平 成 13年 福 島 県 人 事 委 員 会 規 則 第 18号 ） 第 31条 、 第 32条 第 １ 項 及 び 第
33条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 給 料 の 支 給 方 法 の 例 に よ る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ

の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 規 定 は 、 令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。
（ 病 院 経 営 課 ）
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